
一般社団法人 東京都産業資源循環協会 顕彰及び表彰規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人東京都産業資源循環協会（以下、「本協会」という。）の 

会員（本協会事務局を含む。）の事業所及び従事者について顕彰並びに表彰及び感謝状の授

与を行うことにより、業界の発展及び資質の向上に資することを目的とする。 

 

（顕彰の対象者） 

第２条 正会員の従事者であって、人命救助等社会的賞賛に値する行為により、公的機関等か 

ら表彰を受け又は感謝状を授与された者とする。 

 

（表彰の種類、表彰の対象者及び表彰要件） 

第３条 表彰の種類、表彰の対象者及び表彰要件は次の通りとする。 

（１）優良事業所表彰 

イ 表彰の対象者は、正会員の事業所とする。 

ロ 表彰要件は、正会員の模範となり産業廃棄物処理事業の発展及び資質の向上に寄与

した事業所とする。 

（２）優良従事者表彰 

    イ 表彰の対象者は、正会員の従事者（代表取締役以外の役員を含む。）とする。 

   ロ 表彰要件は、多年にわたり産業廃棄物処理事業に従事し、その業務に精励し、他の 

模範となる者とする。 

（３）功労者表彰 

   イ 表彰の対象者は、本協会の役員等及び職員とする。 

   ロ 表彰要件は、産業廃棄物処理事業の発展及び資質の向上に寄与し、特に本協会の事 

業の推進に功績顕著な者とする。 

（４）安全衛生表彰 

 イ 表彰の対象者は、正会員の事業所及び従事者とする。 

ロ 表彰要件は、安全意識の向上又は労働災害等の防止に努め、成果をあげている事業

所又は従事者とする。 

２ 前項各号の表彰に必要な事項は、別に定める運用規則（顕彰及び表彰等・安全衛生表彰）

で定めるものとする。 

 

（感謝状授与の対象者） 

第４条 本協会の趣旨に賛同し、本協会の事業の推進及び組織の強化に尽力し、特に顕著な功 

績があった者に対し、会長名をもって感謝状を贈呈することができる。 

（１） 本協会の創立又は法人の設立に関し功労があり、現時点において役員の職を離れてい

る個人 

（２） 会長、副会長、専務理事、常任理事として４年以上その職にあって、顕著な功績があ

り、現時点においてその職を離れている個人 



（３） 理事又は監事、事務局長として４年以上その職にあって、事業の執行、運営等に功績

があり、現時点においてその職を離れている個人  

（４） 会員として１０年以上にわたり本協会の事業に協力し、協会の運営に貢献した法人 

（５） 事務局職員として１０年以上勤務し、協会の運営に功労のあった個人 

（６） 本協会の事業の企画に賛同し、これに全面協力を行い、事業の達成に貢献した法人又

は個人 

 

（顕彰及び表彰等の選考及び決定） 

第５条 顕彰及び表彰等の選考は、常任理事会において行い、決定する。 

 

（顕彰及び表彰等の方法） 

第６条 顕彰及び表彰等は、会長名をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、第３ 

条に定める安全衛生表彰については安全衛生推進委員長名を含む。 

 

（顕彰及び表彰等の時期） 

第７条 顕彰及び表彰等は、毎年度定時総会時に行う。ただし、特に必要があると認めたとき 

はこの限りではない。 

 

（顕彰及び表彰等の記録） 

第８条 被顕彰者及び被表彰者等は、本協会備え付けの表彰台帳に順次登録し、これを永く保 

存する。 

 

（公益社団法人全国産業資源循環連合会表彰への推薦） 

第９条 本協会で表彰を受けた優良事業所、優良従事者及び功労者の中から、常任理事会にお 

いて候補者を選出し、翌年度以降行われる公益社団法人全国産業資源循環連合会表彰に推薦 

するものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定めるものとする。 

 

 

 

附則 

１ この規程は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

２ この規程施行前に行った行為は、この規程に基づいたものとみなす。 

３ この規程は、平成２６年１月１日より改正施行する。 

 

 

 


